
年金制度の概要及び退職時に提出していただく書類について説明させていただ

きます。

はじめに，年金の制度は大変複雑ですので，限られた時間内に全て理解してい

ただくことは非常に難しいかと思います。

ここでは，公的年金の仕組みについて，ポイントを絞って説明させていただき

ますので，「ご自身の年金はいつから貰えるのか」，「年金を貰いながら働いた

場合，どのくらい年金が停止となるのか。」など基本的な点について御理解いた

だきたいと思います。

また，ここで説明させていただいたこと以外も記載しているＰＤＦ版もありま

すので，そちらも参考にしてください。
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ここで説明しますのは，共済組合の長期給付事業が適用となる一般組合員向け

となりますので，臨時的任用職員を含む日本年金機構の一般厚生年金に加入して

いる短期組合員については，そちらでの手続が必要となりますので，ここでの説

明は参考程度となります。

また，次ページ以降に右上に記載されているページ数はＰＤＦ版の掲載ページ

となりますので合わせて御覧ください。
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公的年金制度の仕組みについてです。

平成24年8月に公布された「被用者年金一元化法」により平成27年10月以降，

共済年金は厚生年金に統一され，公的年金は「全国民共通の国民年金（基礎年

金）」と「厚生年金」の２つの制度になりました。
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第１の国民年金制度は，20歳以上60歳未満の国民全員が加入する年金制度で，

加入が義務づけられています。

第２の厚生年金制度は，会社員や公務員の方が加入する年金制度となっていま

す。また，厚生年金に加入している方は，同時に国民年金にも加入していること

となります。

この図で示しているとおり，２階部分の年金は，公務員も私学教職員も全て厚

生年金となっています。赤文字の厚生年金の欄が，「旧共済年金」だった部分で

す。

4



厚生年金被保険者は職種によって区分され，「３」に示しておりますとおり，

会社員及び短期組合員が第1号厚生年金被保険者，国家公務員は第２号厚生年金

被保険者となっており，地方公務員等の一般組合員は第３号厚生年金被保険者，

私立学校教職員は第４号厚生年金被保険者になっております。

また，国民年金は，被保険者の種別のとおり，第１号から第３号の区分がござ

います。

組合員御自身は，国民年金制度上は『第２号被保険者』となり，厚生年金制度

上は『第３号厚生年金被保険者』となり，職員の方に扶養されている配偶者の方

は国民年金制度上の『第３号被保険者』となります。
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「４ 公的年金の種類」は，給付事由によって異なっており，表のとおりと

なっております。
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「５」についてですが，組合員の方が将来受け取ることとなる老齢による年金

給付は，老齢厚生年金といいます。64歳までの年金を「特別支給の老齢厚生年

金」といい，65歳からの年金は「本来支給の老齢厚生年金」といいます。

なぜ，特別支給と本来支給に分かれているかと言いますと，老齢年金は過去の

制度改正によって，支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。ただ，

一度に5年も引き上げることはできないので，現在，段階的に年齢を引き上げて

いるところでございます。よって，64歳までの年金を特別支給といい，65歳から

の年金を本来支給といいます。

64歳までに受給できる年金は，本来支給される年金より前に「特別」に受給す

ることができる年金と理解していただければ，分かり易いと思います。

また，今年度末に60歳で定年退職になる方は昭和37年４月２日以降生まれにな

るので，「特別支給の老齢厚生年金」は支給されずに，65歳から「本来支給の老

齢厚生年金」の支給が始まります。
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続いて，「６ 退職等年金給付（年金払い退職給付）」についてですが，これ

は，一元化前，つまり平成27年９月までの共済年金における３階部分の年金，職

域年金に替わる新しい３階部分の年金のことです。

後ほど詳しく御説明いたしますが，組合員の方は老齢厚生年金を受け取ること

になりますが，厚生年金に統合されたことによって，一元化前の３階部分の職域

年金が全くなくなってしまうということはございません。一元化前（平成27年９

月）までの組合員期間に対しては，旧共済年金の職域年金と同様の計算方法で算

出される「経過的職域加算」が支給され，一元化以降の期間に対しては，この年

金払い退職給付が支給されます。
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続いて，退職後の国民年金の手続についてです。

この手続は，非常に重要ですので，詳しく説明させていただきます。

組合員の方は，退職と同時に共済組合員の資格を喪失し，年金上においても資

格を喪失することとなるため，年金制度未加入という状況になります。

先に申し上げたとおり，国民年金は60歳まで加入しなければなりません。60歳

以上で退職される方は，特に手続をしていただく必要はございませんが，退職時

点で60歳未満の方については，再就職等されない場合は， 60歳になるまで国民

年金に加入し，保険料を納付する必要があります。

また，退職時点で，60歳未満の配偶者を扶養されている方についてですが，組

合員本人が「国民年金第２号被保険者」の資格を喪失すると同時に，扶養してい

た配偶者も「国民年金第３号被保険者」の資格を喪失してしまうため，再就職等

されず被扶養者とすることができない場合は，配偶者も年金制度未加入となって

しまいます。この場合，配偶者の方も，お住まいの市区町村役場等で国民年金の

加入手続をしていただき，60歳になるまで国民年金の保険料を納付しなければな

りません。
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手続が必要となる方は，表の太枠に該当する方となります。

組合員の方が退職後，再就職しない場合，パートタイムで勤務する場合や当共

済組合の任意継続組合員になる等，年金制度に加入されない方が対象となります。

当共済組合の任意継続組合員は医療保険と一部の福祉制度のみの適用で，年金制

度には加入しません。60歳未満の組合員の方は手続きが必要となります。併せて

被扶養者となっていた配偶者の方は，国民年金の種別が第３号から第１号に変わ

るため，お住まいの市区町村役場で手続をしていただき，保険料の納付が必要と

なります。令和５年度の国民年金保険料は月額16,520円となっております。

太枠以外の方は，退職後も組合員が再就職して年金制度に加入される場合を示

しており，例えば，再任用フルタイム等で勤務される場合は，引き続き，厚生年

金に加入することになりますので，被扶養者の手続を行えば，配偶者の国民年金

の種別は第３号のままのため，退職される前と同様に，配偶者自身で保険料を納

める必要ありません。

繰り返しになりますが，60歳未満の配偶者を扶養されている方は，再就職等し

ない場合，配偶者の国民年金加入に関する手続が必要になることがあるというこ

とを覚えておいてください。

国民年金制度の詳細や手続等については，各市町村役場の国民年金の窓口で確

認してください。
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「年金の給付事由と種類」についてです。

年金は，給付事由により「老齢」・「障害」・「遺族」の３種類の年金があり

ます。

年金を受給する際は，それぞれ一定の条件を満たす必要があります。

この表のとおり，給付事由により年金の名称が異なっています。
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次に「２」の「年金の併給調整」について，少し触れておきます。

年金は，原則として，一人一年金となっており，二つ以上の年金を同時に受給

することはできません。ただし，例外として同時に受給できる場合があります。

例外となるパターンは，点線囲みのA～Cの場合となっております。

具体的な例としては，ＰＤＦ版の７ページに掲載しておりますので，参考まで

にご覧ください。

12



ここからが，組合員の方が将来受け取ることとなる老齢厚生年金についてです。

概要として，４点あげておりますが，まず１点目，年金は，原則として加入期

間ごとにそれぞれの制度から別々に支給します。

これは，民間企業でお勤めになった期間と公務員でお勤めになった期間の両方

をお持ちの方は，ともに老齢厚生年金として決定されますが，合算して１つの年

金とするのではなく，それぞれの期間ごとに複数の年金が決定，支給されるとい

う意味です。

２点目，年金は，加入期間，年齢等の受給条件が揃ったとしても，「65歳にな

れば自動的に給付」されるものではありません。必ず，請求手続を行う必要があ

ります。

３点目，年金は，後払いで，毎年，偶数月の15日に指定された口座に振り込ま

れます。

最後４点目，年金は，事由が生じた月の翌月から，事由を喪失した月まで支給

します。

以上が概要となっております。
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続いて，支給開始年齢ですが，老齢厚生年金は，先ほども説明しましたように，

本来，65歳から支給されますが， 生年月日に応じて，65歳になる前，つまり，

60歳から64歳までの間に「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

この「特別支給の老齢厚生年金」は，65歳になったら「本来支給の老齢厚生年

金」に切り替わりますが，年金額は，ほぼ変わりません。

なお，65歳に到達しましたら，本来支給の老齢厚生年金に加えて，日本年金機

構から「老齢基礎年金」の支給が開始されます。ここで満額支給ということにな

ります。
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今年度，60歳で定年退職をされる組合員の方においては，図をご覧いただきま

すと，一番下の行の「昭和36年4月2日以降の生まれ」に該当しますので，特別支

給は無くなり，65歳から，「本来支給の老齢厚生年金」の支給から始まります。

15



２の「年金の決定・支給」についてです。

公務員の老齢厚生年金は，最後に所属していた共済組合が決定して，支給しま

す。

また，民間企業等の老齢厚生年金と老齢基礎年金は，日本年金機構が決定して，

支給します。

一元化後も公務員の老齢厚生年金は，引き続き，共済組合から支給されること

を覚えておいてください。

続いて，３の「老齢厚生年金を受給するための支給要件」についてです。

「特別支給の年金」と「本来支給の年金」の違いは，既に説明したとおりです

ので，ここでは，それぞれの年金を決定する際の要件について説明します。特別

支給の老齢厚生年金の支給要件は，支給開始年齢に達していること，公的年金制

度に加入した期間が10年以上あること，最後に被用者年金加入期間，これは共済

組合員期間を含む厚生年金の期間を意味し，この期間が１年以上あること。以上，

３点すべての要件を満たした場合に支給されます。

本来支給の老齢厚生年金の要件は，特別支給とほとんど変わりません。特別支

給の老齢厚生年金を受給できる方は，本来支給の老齢厚生年金も受給できること

となります。
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次に「４ 年金の支給期」についてです。

年金は，毎年，偶数月の15日に支給期月の前月までの２か月分を支給します。

例の昭和37年６月10日生まれの方の場合は，65歳の誕生日の前日が年金の受給

権発生日となりますので，令和９年６月９日以降に請求手続をしていただきます。

請求書を提出し，年金決定がされれば，受給権発生日の翌月分から年金支給が

開始となりますので，令和９年７月分の年金が令和９年８月に支給されます。こ

れが初回の支給となります。ただし，「初回の支給日のみ」，年金決定処理に時

間がかかることから，遅れる場合がありますが，支給額に影響はありません。ど

うぞ御了承ください。

次回の支給期月は，10月となり，８月及び９月分の年金を支給することになり

ます。

年金は後払いということになります。
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「５ 老齢厚生年金の支給額」についてです。

具体的な金額は，組合員の方それぞれにお伝えすることはできませんので，ここ

では年金の構造として説明させていただきます。

年金は，①厚生年金相当部分，②職域年金相当部分と，③退職等年金給付があ

ります。

また，一定の要件を満たしている場合に支給される，④加給年金額があります。

①厚生年金相当部分と②職域年金相当部分については，掛金，保険料に比例す

る部分で，平均給与月額及び組合員期間により算出されます。

また，②職域年金相当部分は，先ほど申し上げたとおり，一元化前までの期間

は共済年金として，一元化後の期間は年金払い退職給付として，新しい年金の計

算方法で算出されます。
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65歳未満の方に支給される特別支給の老齢厚生年金は，基本的に①厚生年金相

当部分と②職域年金相当部分のみが支給され，65歳からは，「特別支給」が「本

来支給」の老齢厚生年金という名称に切り替わり，同時に③退職等年金給付の受

給が始まります。この時点で，一定の要件を満たしている方には，④加給年金が

加算されます。

なお，65歳になると全員，「老齢基礎年金」が日本年金機構から支給されます。

何度も言いますが，必ず，請求手続を行う必要があります。
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加給年金が加算される対象者は配偶者及び子です。要件は，請求者本人が65歳

になった時点で，65歳未満の配偶者や18歳未満の子等，Ⅰ～Ⅲの対象者がいるこ

とです。

また，生計を同一にしていることや収入の要件があり，対象者が20年以上の加

入期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生している場合は，加給年金の支給が

停止されます。
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令和４年４月現在，一定の要件を満たしている配偶者及び子の加給年金額は，

表のとおりですので参考にしてください。
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この「退職等年金給付」は，いわゆる企業年金のような位置づけで創設された

もので，ページ中ほどに囲み内に概要を記載しています。

まず，半分は有期年金，半分は終身年金となっており，原則65歳からの支給と

なります。60歳からの繰上げ支給も可能ですが，年金額が減額されてしまいます。

有期年金は，10年か20年，または一時金での受給が可能です。本人が亡くなら

れた場合は，終身年金は終了し，有期年金の残余部分はご遺族に支給されます。

このように，一元化前までの３階部分の年金は，２階部分とセットで支給され

るものでしたが，新たな「退職等年金給付」は全く別の年金として扱われます。
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また，公的年金は現役世代が納める保険料で年金者を支える賦課方式であるの

に対して，退職等年金給付は自身の掛金で自身の年金を積み立てる積立方式と

なっております。

今年度，60歳で定年退職者の組合員の方の場合は，一元化前の期間が，殆どを

占めていますので，「退職等年金給付」に該当する年金は，「平成27年10月から

令和５年３月まで」の７年６か月間分ということになります。

老齢厚生年金等についての説明は以上となります。
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続いて，年金の繰上げと繰下げについてです。

まず，繰上げについてですが，今年度末に60歳で定年退職をされる方は，本来

65歳からの受給となりますが，支給開始年齢に到達していなくても60歳以降であ

れば，本人が希望することで本来の支給開始年齢より前に繰上げて受給すること

ができます。

ただし，繰り上げて受給した場合は，本来の年金額から1月につき0.4％の減額

となりますので，例えば，１年早く受給した場合は，0.4％×12月で4.8％の減額

となり，その年金額は生涯続くことになります。
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また，繰上げとした場合には，年金の減額以外にも制約があり，記載のとおり

です。

まず，先ほども言いましたように，老齢厚生年金の減額が生涯続くことになり

ます。

次に，65歳からの老齢基礎年金の減額も生涯続きます。これは，老齢厚生年金

を繰り上げて請求すると，他の年金もすべて同時に繰上げ請求をしなければなら

ないためです。

したがいまして，場合によっては，生涯で受け取る年金の総額が，本来よりも

減少することがあります。

他にも，繰上げ請求は取り消すことができない，障害年金を請求することがで

きなくなる等の制約がございます。
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続いて，２ 年金の繰下げについてです。

先程の繰上げとは逆に，65歳から支給される老齢厚生年金及び老齢基礎年金を

66歳以降に繰り下げて，増額された年金を受給することができます。

最低１年から最大10年・120月まで繰り下げることができ，月に0.7％増額した

年金を受給することができます。先ほどの繰上げの場合とは違って，老齢厚生年

金と老齢基礎年金を別々に繰下げることもできます。
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多少の制約はありますが，支給開始年齢より早く年金を受給することができる

繰上げと，支給は遅れますが増額した年金を受給できる繰下げがあることを覚え

ておいてください。

なお，「特別支給の老齢厚生年金」は，繰下げ請求して増額することはできま

せんので，ご注意ください。

27



「老齢厚生年金と退職後の所得による支給制限」についてです。

ここでは，再就職による年金の調整について，改めて詳しくご説明します。

まず前提条件として，給料と年金が調整されるのは，お勤めになって厚生年金

に加入される方が対象となります。

年金の支給開始年齢到達以降に被用者年金制度，つまり厚生年金に加入して勤

務されている場合，その時の給料と過去１年間の期末手当等の賞与を基準として

定められる「総報酬月額相当額」と老齢厚生年金の「基本月額」の合計額が一定

額を超える場合は，年金の一部又は全部が支給停止となります。
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まず，このページには再就職した場合の年金加入について，フロー図で示して

います。

図のとおりではございますが，学校勤務で定年退職の場合，再就職は，再任用

フルタイムかハーフタイムでの勤務がほとんどかと思います。再任用フルタイム

の場合は，フロー図右側の一番上にあたり，厚生年金加入となります。

気を付けていただきたいのは再任用ハーフタイム等の短時間勤務の場合です。

ページ下部点線囲み内をご覧ください。厚生年金の適用範囲が拡大されたことに

より，週20時間以上の労働者がこれらの条件を満たせば厚生年金に加入すること

となります。条件によりハーフタイム等短時間勤務の方をひとくくりにすること

はできませんので，再就職することにより，厚生年金制度に加入になるのかどう

かについて必ず再就職先に御確認ください。
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まず，計算するうえで重要な基本月額と総報酬月額相当額についでですが，基

本月額とは，年金額を月額にしたものです。

この年金は，経過的職域加算と加給年金額を除いた厚生年金相当部分の年金額

が算定の対象となります。

総報酬月額相当額とは，賃金から算出される標準報酬月額と過去１年間の賞与

を月額にしたものを合算した額です。

この年金，給料，賞与を合算したものが47万円を超えた場合，計算方法にあて

はめて計算することとなり，停止額が算出されます。
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現在，年金を受給されながら再任用フルタイムで勤務されている方が多くい

らっしゃいます。フルタイムの場合は，全額支給停止となっている方もおられる

と思いますが，今回の支給停止基準額の引き上げにより調整後に年金が支給され

ることとなる方が増えるのではないかと思います。
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それでは，組合員の方が退職される際に提出していただく書類について説明し

ます。

「１ 退職時の提出書類」ですが，退職される組合員の方全員に「退職届書」

を提出していただきます。
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当共済組合広島支部ホームページ様式集ダウンロード集より「§14-001退職届

書 様式」を印刷して入手してください。記入例に従って必要事項を記入し，所

属所長の証明を受けて令和５年４月14日（金）までに当共済組合広島支部へ提出

してください。
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記入方法については，後程ご説明いたします。
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退職届書を提出していただきましたら，当共済組合広島支部において，組合員

の方の組合員期間，給料等の年金記録を精査し，年金待機者として登録します。

登録されましたら，年金待機者登録通知書が組合員の方の御自宅に送付されます。

定年退職に引き続き，再任用フルタイム勤務をされる方は，引き続き共済組合

の一般組合員となるため，待機者登録を行いませんので，待機者登録通知書は送

付されません。再任用職員を退職される際に再度，手続をしていただきます。

年金待機者として登録されている方には，年金支給開始年齢到達時の１〜２月

前に公立学校共済組合等から年金請求に必要な書類が送付されます。

以上が，退職時に提出していただく書類となっておりますが，この「退職届

書」は，組合員の方の組合員期間や給料・賞与を登録するために必要な大切な書

類です。

退職届書１枚のみではございますが，例年，未提出の方がいらっしゃいますの

で必ず４月14日の期限までに提出していただきますようお願いします。
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続いて，「２ 年金の請求について」です。

これは，退職時ではなく，組合員の方が年金の支給開始年齢になってからの話

となりますが，説明させていただきます。

まず，年金は支給開始年齢に到達すれば，自動的に組合員の方の口座に振り込

まれる訳ではありません。必ず，御自身で請求手続を行ってください。

今年度60歳で定年退職をされる方の年金の支給開始年齢は65歳となっておりま

す。

65歳の誕生日の１か月から２か月前に年金請求書が送付されますので，次頁に

記載しているいずれかの実施機関で手続を行ってください。
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ワンストップサービス開始後は，請求者本人が希望する実施機関で手続をする

ことが可能となっていますので，一覧表にあります窓口のどちらでも手続はでき

ますが，基本的には，請求書を送付した実施機関にそのままお返しいただければ

よいかと思います。

なお，請求書は組合員の方が最後に加入された年金制度の実施機関が送付いた

します。定年退職後，再就職されなければ，組合員の方の最後に加入した年金制

度は公立学校共済組合ですので，当共済組合本部から請求書が送付されます。退

職後に，民間でお勤めになって，厚生年金に加入されましたら，日本年金機構か

ら送付されます。
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また，支給開始年齢到達時に，再任用フルタイム勤務等の方で引き続き共済組

合の一般組合員である場合は，当共済組合広島支部から請求書を送付いたします。

繰り返しになりますが，年金を受け取るためには，必ず請求手続が必要となり

ます。将来，年金請求書が届いた際は，必ず手続をしていただきますようお願い

します。また，退職時には，退職届書の提出もお忘れにならないようお願いしま

す。
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それでは，退職届書の記入方法についてご説明いたします。

基本的には太線枠内を記入してください。上から説明します。

まず，右上の届出日ですが，組合員の方の退職日であります「令和５年３月31日」と記入

してください。

続いて，左下の氏名欄ですが，認印は不要です。 その下の旧姓・改姓年月日欄ですが，

改姓年月日は日にちまでは分からない場合は，記入例のように空欄で構いません。

右の基礎年金番号欄ですが，分からない場合は，空欄にしておいてください。仮に電話で

照会いただいても，一元化以降，本人であっても回答できなくなっています。こちらで記入

いたしますので，未記入で構いません。

次に，基礎年金番号欄の右の障害状態の有無の欄ですが，記入漏れが多く見受けられます

ので，お忘れのないようお願いします。

所属機関名，職名欄の右側，待機者番号の欄は，記入例で網掛けしているとおり，記入は

不要です。その右，種別，証書番号欄は，退職以前から公立学校共済組合の障害厚生年金等

の年金を受給されていれば，その年金証書番号を記入してください。最後に，退職者の住所

等欄ですが，退職後，５〜６か月以内に転居する予定がある場合は，新しい住所を記入して

提出してください。また，電話番号も忘れずに記入してください。

以上を記入いただきましたら，下の所属所長の証明が必要になりますので，所属を通じて

広島支部へご提出ください。提出期限は，令和５年４月14日（金）となっております。

以上が，退職届書の記入方法になります。
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ＰＤＦ版では「年金制度のＦＡＱ」なども掲載しておりますので，参考にして

ください。

日頃より年金について，なにかご不明な点等ございましたら，長期給付係まで

お問い合わせください。

また，提出書類については，期限までに必ず提出していただきますようお願い

します。

以上，駆け足ではございましたが，年金制度と手続についての説明を終わりま

す。
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